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簡易公募型プロポーザル方式及び簡易公募型競争入札方式に基づく

建設コンサルタント等の選定手続における手続開始の公示に係る取扱いについて

簡易公募型プロポーザル方式及び簡易公募型競争入札方式に基づく建設コンサル

タント等の選定手続においては、「簡易公募型プロポーザル方式に基づく建設コン

サルタント等の選定・特定手続について」（平成８年９月26日付け建設省厚契発第

38号、建設省技調発第169号、建設省営建発第92号。以下「簡易公募型プロポーザ

ル通達」という。）記４（１）又は「簡易公募型競争入札方式に基づく建設コンサ

ルタント等の選定手続について」（平成８年９月26日付け建設省厚契発第39号、建

設省技調発第170号。以下「簡易公募型競争通達」という。）記４（１）に基づき、

日刊業界紙に手続開始の公示を行うこととされているところであるが、最近におけ

るインターネットの普及によりホームページ（入札情報サービス（i-PPI））への

アクセス環境が大幅に改善されたため、今般、下記のとおり両通達を改正し、平成

20年１月24日以降に手続開始の公示を行う業務から適用することとしたので、遺漏

なきよう措置されたい。

記

１．簡易公募型プロポーザル通達について

記２（１）中「地方建設局長又は事務所長（以下「地方建設局長等」とい

う。）」を「地方整備局長又は事務所長（以下「地方整備局長等」という。）」



に改める。

記３本文及び（５）中「地方建設局長等」を「地方整備局長等」に改める。

記４（１）本文中「地方建設局長等」を「地方整備局長等」に、「日刊業界紙

に」を「掲示及びホームページへの掲載により」に、⑪中「地方建設局長等」を

「地方整備局長等」に改め、（３）を削り、（４）中「別添」を「別添１」に改

め、（４）を（３）とし、記４に次の４項を加える。

（４）地方整備局長等は、当分の間、（１）の公示に併せて、次に掲げる事項

を日刊業界紙に参考掲載するものとする。

① 業務名、業務内容及び履行期限

② 担当部局

③ 説明書の交付期間、場所及び方法

④ 参加表明書の受領期限

（５）（４）の参考掲載を行うときは、次に掲げる事項を英語により記載する

ものとする。

① 業務名

② 参加表明書の受領期限

③ 説明書を入手するための照会窓口

（６）（４）の日刊業界紙は、次に掲げるもののうち、当該地方整備局管内に

おいて発行されているすべてのものとする。

① 日刊建設工業新聞

② 建設通信新聞

③ 日刊建設産業新聞

（７）（４）の参考掲載は、別添２の標準掲載例によるものとする。

記５（２）⑤中「地方建設局長等」を「地方整備局長等」に改める。

記６（１）及び（２）中「地方建設局長等」を「地方整備局長等」に改める。

記７（１）、（２）、（３）及び（６）中「地方建設局長等」を「地方整備局

長等」に改める。

別添の前文中「地方建設局」を「地方整備局」に改める。

別添の２（１）②中「地方建設局」を「地方整備局」に、③中「地方建設局

長」を「地方整備局長」に、（２）中「地方建設局長」を「地方整備局長」に改

める。

別添の５（１）中「地方建設局」を「地方整備局」に、（２）中「〒000－000

0 ○○県○○市○○町○－○－○ ○○建設弘済会 電話 0000－00－0000

交付に当たっては、0,000円を徴収する。」を「電子入札システムにより交付す

る。なお、これにより難い場合は、（１）に掲げる担当部局に照会すること。」

に改める。

別添の６（２）中「地方建設局」を「地方整備局」に改める。

別添の７（４）中「Kanto Regional Construction Bureau Ministry of Const

ruction,1-3-1 Otemachi Chiyoda-ku,Tokyo 100」を「Kanto Regional Developm

ent Bureau,Ministry of Land,Infrastructure,Transport and Tourism,2-1 Shi

ntoshin Chuo-ku Saitama-shi Saitama 330-9724」に改める。

別添を別添１とし、別添２として次のように加える。

【別シートの別添２（プロポ）：手続開始に関する参考掲載の標準例】

２．簡易公募型競争通達について



記２（１）中「地方建設局長又は事務所長（以下「地方建設局長等」とい

う。）」を「地方整備局長又は事務所長（以下「地方整備局長等」という。）」

に改める。

記３本文及び（５）中「地方建設局長等」を「地方整備局長等」に改める。

記４（１）本文中「地方建設局長等」を「地方整備局長等」に、「日刊業界紙

に」を「掲示及びホームページへの掲載により」に、⑭中「地方建設局長等」を

「地方整備局長等」に改め、（３）を削り、（４）を（３）とし、記４に次の４

項を加える。

（４）地方整備局長等は、当分の間、（１）の公示に併せて、次に掲げる事項

を日刊業界紙に参考掲載するものとする。

① 業務名、業務内容及び履行期限

② 担当部局

③ 入札説明書の交付期間、場所及び方法

④ 参加表明書の受領期限

（５）（４）の参考掲載を行うときは、次に掲げる事項を英語により記載する

ものとする。

① 業務名

② 参加表明書の受領期限

③ 入札説明書を入手するための照会窓口

（６）（４）の日刊業界紙は、次に掲げるもののうち、当該地方整備局管内に

おいて発行されているすべてのものとする。

① 日刊建設工業新聞

② 建設通信新聞

③ 日刊建設産業新聞

（７）（４）の参考掲載は、別添２の標準掲載例によるものとする。

記５（２）⑤中「地方建設局長等」を「地方整備局長等」に、（４）中「別添

２」を「別添３」に改める。

記６（１）及び（２）中「地方建設局長等」を「地方整備局長等」に改める。

記７（１）、（２）、（３）及び（６）中「地方建設局長等」を「地方整備局

長等」に改める。

記12（２）中「地方建設局長等」を「地方整備局長等」に、（３）中「別添

２」を「別添３」に改める。

別添１の前文中「地方建設局長」を「地方整備局長」に改める。

別添１の２（１）②及び（２）中「地方建設局」を「地方整備局」に改める。

別添１の３（１）中「〒000」を「〒000-0000」に、「地方建設局」を「地方

整備局」に、（２）中「〒000 ○○県○○市○○町○－○－○ ○○建設弘済

会 電話0000－00－0000 交付に当たっては、0,000円を徴収する。」を「電子

入札システムにより交付する。なお、これにより難い場合は、（１）に掲げる担

当部局に照会すること。」に、（５）中「地方建設局」を「地方整備局」に改め

る。

別添１の４（２）②中「地方建設局」を「地方整備局」に改める。

別添１の５（１）中「Kanto Regional Construction Bureau Ministry of Con

struction」を「Kanto Regional Development Bureau,Ministry of Land,Infras

tructure,Transport and Tourism」に、（５）中「Kanto Regional Constructio

n Bureau Ministry of Construction,1-3-1 Otemachi Chiyoda-ku,Tokyo 100」



を「Kanto Regional Development Bureau,Ministry of Land,Infrastructure,Tr

ansport and Tourism,2-1 Shintoshin Chuo-ku Saitama-shi Saitama 330-972

4」に改める。

別添２の前文中「地方建設局」を「地方整備局」に改める。

別添２の２．中「地方建設局長」を「地方整備局長」に改める。

別添２の４．（１）②及び（２）中「地方建設局」を「地方整備局」に改める。

別添２の５．中「〒○○○」を「〒○○○－○○○○」に、「地方建設局」を

「地方整備局」に改める。

別添２の６．（５）⑤中「〒○○○」を「〒○○○－○○○○」に、「地方建

設局」を「地方整備局」に改める。

別添２の８．（２）②中「〒○○○」を「〒○○○－○○○○」に、「地方建

設局」を「地方整備局」に改める。

別添２の９．（２）中「〒○○○」を「〒○○○－○○○○」に、「地方建設

局」を「地方整備局」に改める。

別添２の１１．（２）中「地方建設局」を「地方整備局」に改める。

別添２の１３．中「地方建設局」を「地方整備局」に改める。

別添２の２１．（２）中「地方建設局」を「地方整備局」に改める。

別添２を別添３とし、別添２として次のように加える。

【別シートの別添２（競争）：手続開始に関する参考掲載の標準例】

別記様式１中「地方建設局長」を「地方整備局長」に改める。

３．「建設コンサルタント業務等の入札・契約手続の改善について」について

「建設コンサルタント業務等の入札・契約手続の改善について」（平成12年７

月26日付け建設省厚契発第25号、建設省技調発第119号、建設省営建発第47号）

記４（１）中「できるものとする。」を「できるものとする。また、日刊業界紙

に参考掲載する英語記載は省略できるものとする。」に改める。


